
教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集 平成30年5月18日

※「（参考）再課程認定説明会質問回答集」欄の数字は、平成30年1月9日版の質問回答集の関連する質問番号です。

No. 区分 質問 回答

（参考）
再課程認定説
明会質問回答

集

1
①経過措置
（法附則）

「施行の際現に」在学しているとは、どのように判断されるか。

「施行の際現に」大学に在籍しているとは、当該学生が平成３１年４月１日
（０時０分）時点で大学に在籍している場合である。
平成３１年度入学者は、新法施行時（平成３１年４月１日０時０分）には大
学等に在籍していない。

(626)

2
①経過措置
（法附則）

４年制大学を平成３１年３月に卒業後、平成３１年４月から大学院、専攻科
に入学する又は科目等履修生となる場合は、新法と旧法いずれが適用される
のか。

大学を卒業したことにより施行の際現に大学に在学している者に該当しない
ため、新法が適用される。

(617)

3
①経過措置
（法附則）

短大を平成３１年３月に卒業後、平成３１年４月より四年制大学（旧課程）
に編入学又は専攻科に入学した場合は、新法と旧法いずれが適用されるの
か。

短期大学を卒業したことにより施行の際現に大学に在学している者に該当し
ないため、新法が適用される。

(627)

4
①経過措置
（法附則）

平成３１年３月３１日まで教職課程を有する四年制大学に在学していた者
が、平成３１年４月１日より教職課程を有する他学部他学科へ転学部・転学
科した場合は、新法と旧法いずれが適用されるのか。

○同一の大学内において転学部・転学科する場合は、学位課程の学修が継続
しているため、施行の際現に大学に在学している者に該当し、旧法適用とな
る。
○施行の際現に在学していた者が平成３２年度以降に転学部・転学科する場
合も同様の扱いとなる。

(628)

5
①経過措置
（法附則）

平成３１年３月３１日まで教職課程を有する四年制大学に在学していた者
が、平成３１年４月１日より同じ免許状の教職課程を有する他の四年制大学
へ転入学した場合は、新法と旧法いずれが適用されるのか。

○四年制大学を卒業する前に、他の四年制大学へ転入学する場合は、学位課
程の学修が継続しているため、施行の際現に大学に在学している者に該当
し、旧法適用となる。
○施行の際現に在学していた者が平成３２年度以降に転入学する場合も同様
の扱いとなる。

(629)

6
①経過措置
（法附則）

転入学前後又は転学部・転学科前後の大学の学部学科等において同一の免許
種・免許教科の課程認定を有していないと、旧法適用とすることはできない
のか。

旧法適用する上で、同一の免許種・免許教科の教職課程を有していることは
必須ではない。

-

7
①経過措置
（法附則）

施行の際現に四年制大学に在学していた者が、平成３１年４月以降に、当該
大学を卒業せず退学した場合は、新法と旧法いずれが適用されるのか。

免許状の授与の所要資格を得る前に退学により在学関係が終了しているため
経過措置の適用を受けなくなることから、新法が適用される。

(631)

8
①経過措置
（法附則）

施行の際現に教職課程を有する四年制大学に在学していた者が、一部の科目
を他大学で科目等履修生として修得し、卒業と同時に免許状の所要資格を満
たす場合は新法と旧法いずれが適用されるのか。

○施行の際現に大学に在学し、卒業までに所要資格を得ているため、経過措
置の適用を受けることから旧法が適用される。
○この場合、科目等履修により修得する単位は、旧課程の科目である必要が
ある。

(636)

9
①経過措置
（法附則）

施行の際、科目等履修生として履修している者が、所要資格を得て、免許状
の申請を行う場合は新法と旧法いずれが適用されるのか。

平成３１年４月１日までに教職課程を有する大学の学科等の科目等履修生と
しての身分を有し、平成３１年４月１日以降も引き続き教職課程の科目を履
修する場合においては、施行の際に現に大学に在学している者として、旧法
適用となる。

(633)

10
①経過措置
（法附則）

施行の際現に専修免許状の課程を有する大学院に在学していた者が、学部聴
講（科目等履修）による科目の修得とあわせて、修了と同時に専修免許状
（又は１種免許状若しくは２種免許状）の所要資格を満たす場合は、当該免
許状の取得に関しては、新法と旧法いずれが適用されるのか。

○専修免許状については、施行の際現に大学に在学し、卒業までに所要資格
を得ているため、経過措置の適用を受けることから旧法が適用される。
○この場合、学部聴講（科目等履修）により修得する単位は、旧課程の科目
である必要がある。
○１種免許状、２種免許状についても、平成３１年４月１日までに教職課程
を有する大学の学科等の学部聴講生（科目等履修生）としての身分を有し、
平成３１年４月１日以降も引き続き教職課程の科目を履修する場合において
は、施行の際に現に大学に在学している者として、旧法適用となる。

(637)
(638)

11
①経過措置
（法附則）

施行の際現に教職課程を有していない学部学科等に在学している学生が、教
職課程を有する他学部・他学科聴講等により所要資格を得た場合は、新法と
旧法いずれが適用されるのか。

平成３１年４月１日までに教職課程を有する大学の学科等の他学部・他学科
聴講生（科目等履修生）としての身分を有し、平成３１年４月１日以降も引
き続き教職課程の科目を履修する場合においては、施行の際に現に大学に在
学している者として、旧法適用となる。

(634)

12
①経過措置
（法附則）

施行の際現に教職課程を有する四年制大学に在学していた者が異なる学校種
又は教科の教職課程を有する他学部・他学科又は他大学で科目等履修生とし
て科目を修得し、卒業と同時に免許状の所要資格を満たす場合は新法と旧法
いずれが適用されるのか。

平成３１年４月１日までに教職課程を有する大学の学科等の科目等履修生と
しての身分を有し、平成３１年４月１日以降も引き続き教職課程の科目を履
修する場合においては、施行の際に現に大学に在学している者として、旧法
適用となる。

(635)

13
①経過措置
（法附則）

平成３１年度以降に、「平成３０年度以前入学生」の課程に入学する編入学
生や再入学生についても、新法適用となるのか。その場合においては、平成
３０年度入学生の学年に新法適用と旧法適用の学生が混在することとなるた
め、どのように学生に履修させれば良いか。

○経過措置の適用がない者であれば、編・再入学先の学年にかかわらず新法
が適用される。
○大学は旧法の科目を新法の科目に読み替えることや、旧法の科目と新法の
科目を兼ねた科目を開設することが可能である。

-

14
①経過措置
（法附則）

施行日前に免許状授与の所要資格を満たし、施行日後に免許状の授与申請を
した場合には、新法と旧法いずれが適用されるのか。

施行日前に大学に在学し卒業までに旧法による所要資格を得ていた者（教職
課程を有する大学の学科等における科目等履修生としての身分を有し、その
課程を修了するまでに旧法による所要資格を得ていた者を含む）は、改正免
許法附則第６条が適用されるため、施行日以降に免許状の申請を行っても新
法の所要資格を得ているとみなされ、免許状の授与が可能。

(639)

15
①経過措置
（法附則）

旧法下で既に免許状の授与を受けている者が、新法施行日以後免許状が失効
し、再度免許状の授与申請を行う場合においては、免許状の授与は可能か。

○施行日前に大学に在学し卒業までに旧法による所要資格を得ていた者（教
職課程を有する大学の学科等における科目等履修生としての身分を有し、そ
の課程を修了するまでに旧法による所要資格を得ていた者を含む）は、改正
免許法附則第６条が適用されるため、施行日以降に免許状の申請を行っても
新法の所要資格を得ているとみなされ、免許状の授与が可能。
○なお、当該免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過
する日の属する年度の末日を経過している場合の免許状の授与においては、
免許状更新講習の受講が必要となる。

-
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16
①経過措置
（法附則）

旧法適用の学生が、所要資格を満たして卒業したが、卒業までに介護等体験
（又は施行規則第６６条の６）の要件を満たさなかったため、卒業時に免許
状は取得していない場合、卒業後に免許状を取得する際は新法と旧法いずれ
が適用されるのか。

施行日前に旧法による免許状の所要資格を満たしているため、改正免許法附
則第６条が適用され、平成３１年度以降に介護等体験を実施又は施行規則第
６６条の６の科目を履修後、免許状の授与申請を行う場合においても新法の
所要資格を満たしているとみなされ、免許状の授与が可能。

-

17
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

旧法による科目を開設できない場合、旧法が適用される学生について、新法
の科目を旧法の科目に読み替える事は可能か。

新課程の科目を旧課程の科目に読み替えることはできない。このため、旧課
程の学生が在籍する場合には、旧課程の科目も開設が必要である。なお、新
課程の科目と旧課程の科目を兼ねた科目を開設することは可能である。

(593)

18
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

「新課程の科目と旧課程の科目を兼ねた科目」とは具体的にどのような授業
科目か。

○「新課程と旧課程を兼ねた科目」とは、新旧いずれの課程においても免許
状の取得のための科目と位置付けられている科目で、同一名称、同一シラバ
ス、同一教員で開講するものを指す。
（例）旧課程で「道徳の指導法」という名称の科目を開設していた場合に、
「新課程と旧課程を兼ねた科目」として新旧両課程に「道徳の理論及び指導
法」という科目を開設するときは、旧課程の「道徳の指導法」を廃止（又は
名称変更）し、「道徳の理論及び指導法」として新旧両課程で同一シラバ
ス・同一教員で当該科目を開講する場合においては、「道徳の理論及び指導
法」は新課程・旧課程いずれの科目としても使用することができる。
○上記例により、旧課程の科目を変更する場合においては、当該科目の開講
前に変更届を提出する必要がある。

-

19
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

新旧課程両方に使用可能な科目を開設する際、新課程の「特別活動の指導
法」と「総合的な学習の時間の指導法」の両方を含む科目を旧課程の「特別
活動の指導法」として開設することは可能か。

○新旧両課程の科目として必要な内容を含むものであれば可能である。
○この場合には、旧課程に在学する学生が当該科目の単位を修得した場合
は、改正施行規則附則に基づき、新課程の「特別活動の指導法」「総合的な
学習の時間の指導法」を含む科目の単位を修得したものとみなすことも可能
である。

(622)

20
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

新課程の教育の基礎的理解に関する科目の「幼児、児童及び生徒の心身の発
達及び学習の過程」に対応する科目（２単位）と「特別の支援を必要とする
幼児、児童及び生徒に対する理解」に対応する科目（２単位）の両科目をあ
わせて、旧課程の「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。）」の科目
を兼ねる科目として開設することが可能か。

可能である。
その場合においては、両科目を履修することで、旧課程の「幼児、児童及び
生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の
発達及び学習の過程を含む。）」の科目を修得したことになる。
そのためには、両科目を旧課程の「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学
習の過程」の科目に位置付ける必要があるため、平成３０年度以前入学生に
適用する教職課程の変更届を、当該科目が開講する前に提出する必要があ
る。

-

21
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

改正施行規則附則第３項及び第４項において、旧課程から新課程への読替方
法が示されているが、旧課程の「教育の基礎理論に関する科目」を、新課程
で「大学が独自に設定する科目」に読み替えることは可能か。

○改正施行規則附則第３項表においては、「教育の基礎理論に関する科目」
から「大学が独自に設定する科目」へ直接の読替えが可能とは規定されてい
ない。
○旧課程の「教育の基礎理論に関する科目」を新課程の「教育の基礎的理解
に関する科目」に読み替えた上で、当該科目区分の必要最低修得単位数を超
過した単位については、「大学が独自に設定する科目」の必要単位数に充当
することが可能。

-

22
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

英語科の旧課程で「英米文学」の一般的包括的内容を含む科目を修得したが
免許状授与の所要資格を得ずに卒業した学生が、新課程で免許状取得に必要
な単位を修得する場合、「英語文学」の一般的包括的内容を含む科目を修得
したと大学の判断でみなしてよいか。

○旧課程で「英米文学」の一般的包括的内容を満たす科目を修得した科目を
新課程の「英語文学」の一般的包括的内容を満たす科目への読替えの可否に
ついては、英米文学から英語文学への科目の移行状況や再課程認定における
審査結果をふまえたうえで、新課程を有する大学の判断により可能である。

-

23
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

旧課程に入学したものの経過措置の適用がなく新法の適用を受ける者に対
し、平成３１年度以降に旧課程で開講する科目を履修させ、教育職員免許法
施行規則の経過措置の規定に基づき大学の判断で新課程の科目としてみなす
ことは可能か。

大学の判断により可能である。 -

24
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

教職課程では使用していない既存科目「特別支援教育」について、新課程を
有する大学が適当と認める場合においては、当該科目を新課程の「特別の支
援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」の科目の単位としてみな
すことは可能か。

○改正施行規則附則第３項にて、読み替えの対象は「旧課程において修得し
た教職に関する科目又は教職に関する科目に準ずる科目の単位」と規定され
ているため、教職に関する科目あるいは教科又は教職に関する科目のいずれ
にも位置付けられていない科目を新課程の科目として読み替えることはでき
ない。
○当該科目を旧課程の科目として位置づけた上で、新課程の科目に読み替え
ることは可能である。なお、その場合においては、当該科目を（教職課程の
科目として）開設するまでに、変更届による届出が必要となる。（旧課程の
みに適用する科目であっても、科目を新設する場合は変更届の提出が必要）

-

25
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

平成３０年度末をもって教職課程を取り下げる（再課程認定を行わない）課
程において、年次進行により平成３１年度以降に開設される旧課程の科目を
科目等履修生が受講することは可能か。
可能である場合、旧課程で履修した科目を新課程の科目に読替えが可能なの
か。

○科目開設大学が認める場合においては、平成３１年度以降に、科目等履修
生が旧課程の科目（平成３０年度以前入学生用の科目）を履修することは可
能である。ただし、旧課程の科目を新課程の科目に読み替えることができる
のは、新課程の認定を受けている大学である。

-

26
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

新課程の中一種（国語）の認定を受けている大学が、旧課程の中一種（数
学）の科目を読み替えることは可能か。

新課程の認定を受けている大学は、認定を受けている免許種に係る科目にの
み読替え可能である。
ただし、同一学校種における「教職に関する科目」は、各教科の指導法の科
目を除き、他教科の免許状の取得に流用が可能と解される（教員免許ハンド
ブックP275上段参照）ことを踏まえ、旧課程の中一種（数学）の教職に関す
る科目及び教職に関する科目に準ずる科目を、新課程の中一種（国語）のこ
れらに相当する科目として読み替え、それを流用することはできる。

-
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No. 区分 質問 回答

（参考）
再課程認定説
明会質問回答

集

27
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

旧課程において、既に「総合的な学習の時間の指導法」の内容を含まない
「特別活動の指導法」を修得している者について、「総合的な学習の時間の
指導法」の内容について別途補習等をすることにより、修得済みの「特別活
動の指導法」を「総合的な学習の時間の指導法」に読み替えることは可能
か。

○補習のみをもって、単位認定済の「特別活動の指導法」に「総合的な学習
の時間の指導法」の内容を加えることはできない。総合的な学習の時間の内
容を含む科目の履修が必要である。
○なお、補習の内容について、旧課程の「教育課程及び指導法に関する科
目」、「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」又は「教職に関
する科目に準ずる科目（教科又は教職に関する科目）」の科目として位置付
けるのであれば、新課程の「総合的な学習の時間の指導法」の科目として読
み替えることが可能。その場合においては、平成３０年度以前入学生に適用
する教職課程の変更届を、当該科目が開講する前（事例の場合は平成３１年
度末まで）に提出する必要がある。

-

28
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

新課程への再課程認定申請の際に廃止された科目を旧課程の時に履修してい
た場合であっても、新課程の認定を受けた大学が適当と認める場合には、新
課程の科目の単位としてみなし、学力に関する証明書に記載することは可能
か。

可能である。 -

29
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

旧課程の「教育課程及び指導法に関する科目」のうち、「教育課程の意義及
び編成の方法に係る部分」については、内容に応じて新課程の２つの科目区
分（「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関
する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目」）に読み替えが可能と
なっているが、その場合、教育課程の意義及び編成の方法に係る科目（１科
目２単位）が両方の科目区分の内容を含む場合については、それぞれの科目
区分に１単位ずつ読み替えるということが可能なのか。

○いずれか一方の科目区分に読み替えることが必要であり、１つの科目の単
位を分割することはできない。
○旧課程の「教育課程の意義及び編成の方法」に対応する科目が「教育課程
及び指導法に関する科目」の他の事項とあわせて構成されている場合におい
ては、新課程の「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育
相談に関する科目」として読替え、「教育の基礎理論に関する科目」の他の
事項とあわせて構成されている場合においては、新課程の「教育の基礎的理
解に関する科目」として読み替えることとなる。

-

30
②新旧科目の
読替え（施行
規則附則）

旧課程の科目を「総合的な学習の時間の指導法」に読み替える場合、旧課程
の科目の内容についてどの程度総合的な学習の時間の指導法を含む必要があ
るか。

「総合的な学習の時間の指導法」については、修得単位数の規定はないた
め、その学修時間及び内容については、新課程において認定される「総合的
な学習の時間の指導法」の内容に応じ、大学において適切に判断いただきた
い。

-

31
③科目の履修
方法

旧課程で履修した者が経過措置の適用を受けない場合に新法の下で所要資格
を得るには、旧課程にはなかった事項である「特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解」及び「総合的な学習の時間の指導法」につ
いては追加で履修することが必要であるのか。

○旧課程にはなかった事項である「特別の支援を必要とする幼児、児童及び
生徒に対する理解」及び「総合的な学習の時間の指導法」については、次の
いずれかの対応を行うことが必要である。
① 新課程における「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理
解」及び「総合的な学習の時間の指導法」の科目を追加で修得する。
② 改正法施行規則附則に基づき、大学において当該学生の履修の状況を勘案
し、これらの事項の内容を含む旧課程の科目の単位を、新課程における「特
別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」及び「総合的な学
習の時間の指導法」の科目の単位とみなす。
○②の場合において、旧課程の科目の単位を「特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解」の科目の単位としてみなすためには、旧課
程の科目が当該事項の内容を１単位以上含むものであることが必要である。

(620)

32
③科目の履修
方法

修得単位数が定められている「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒
に対する理解」並びに「道徳の理論及び指導法」について、これらの事項を
含む科目を単位流用をする場合には、改めて流用先の学校種の当該事項の所
定の単位数を必ず修得しなければならないのか。

「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」「道徳の理論
及び指導法」の流用によって当該事項の必要単位数を満たす場合は、流用先
の学校種の当該事項の単位を追加修得する必要はない。

(624)

33
③科目の履修
方法

旧法では単位流用が認められていなかった教育課程及び指導法に関する科目
に該当する科目についても、流用が認められるという理解でよいか。

現行の教育課程及び指導法に関する科目のうち、「保育内容の指導法」「各
教科の指導法」以外の事項を含む科目の単位については、改正後は流用可能
となる。

(624)

34
③科目の履修
方法

旧課程で「教育課程の意義および編成の方法」を履修した者が、新法で免許
状を取得する際においてカッコ書きで追加された「カリキュラムマネジメン
ト」の内容を含む新課程の科目を改めて履修することが必要となるのか。

今回の施行規則改正により、事項のうち、その名称の一部に変更が生じたも
のや括弧書きが新たに追加されたものについては、旧課程における当該事項
を含めた科目の単位を修得したことをもって、新課程における当該事項を含
む科目の単位を修得したものとみなして差し支えない。

(618)

35
③科目の履修
方法

旧課程で「進路指導の理論及び方法」を履修した者が、新法で免許状を取得
する際において事項名称の一部として追加された「キャリア教育」の内容を
含む新課程の科目を改めて履修することが必要となるのか。

今回の施行規則改正により、事項のうち、その名称の一部に変更が生じたも
のや括弧書きが新たに追加されたものについては、旧課程における当該事項
を含めた科目の単位を修得したことをもって、新課程における当該事項を含
む科目の単位を修得したものとみなして差し支えない。

(619)

36
③科目の履修
方法

改正後の施行規則からは「教科に関する専門的事項」の必要合計修得単位数
が削除されているが、例えば中・高一種免の取得において「各教科の指導
法」を１０単位修得し、「教科に関する専門的事項」を中学校１８単位、高
校１４単位修得した場合において「教科及び教科の指導法に関する科目」の
要件を満たすという理解でよいか。

○別表第１により所要資格を満たす場合、各区分において修得を必要とする
事項及び内容を含んでいる場合においては、御質問のとおりの修得方法でも
差し支えない。
○別表第１以外により所要資格を満たす場合においては、「各教科の指導
法」、「教科に関する専門的事項」それぞれの事項ごとに必要修得単位数が
定められている場合があるため、留意いただきたい。

(603)

37
③科目の履修
方法

複合科目の修得をもって改正施行規則第４条第１項表備考第六号に規定する
「各教科の指導法」８単位を修得したものとなるのか。

複合科目をもって、各教科の指導法の必要単位数としてあてることはできな
い。「各教科の指導法」として必要単位数を満たす必要がある。

(608)

38
③科目の履修
方法

旧課程で大学において認定していた各教科の指導法の科目の必修単位を完修
（例えば中学校の課程において６単位必修のところ６単位全てを修得）でき
たものの免許状授与の所要資格を得ずに卒業した学生が、新法による所要資
格を得ようとする場合、新課程における各教科の指導法の必修単位数（中学
校８単位）との差分の２単位を追加で修得する必要はあるか。
また、旧課程で各教科の指導法の科目を完修できないまま（例えば中学校の
課程において６単位必修のところ４単位のみ修得）卒業した学生が、新法に
よる所要資格を得ようとする場合、差分の４単位のみの修得が必要となるの
か、あるいは８単位全ての修得が必要となるのか。

前段、後段ともに、旧課程で履修した科目を新課程の科目に読み替えた単位
が、新法に必要な単位数に満たない際には、差分の単位を履修する必要があ
る。

-
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No. 区分 質問 回答

（参考）
再課程認定説
明会質問回答

集

39
③科目の履修
方法

中学校一種免の「各教科の指導法」について旧課程では大学において４単位
必修としており、新課程ではこの４単位を含む８単位を必修科目として指定
している。
その場合において、旧課程の科目を新課程の科目に読み替える際に、旧課程
の４単位のみを修得していることをもって、改正施行規則第二条第１項表備
考第二号に規定する「包括的な内容」を修得したとすることが可能か。可能
である場合においては、新課程で所要資格を満たそうとする際に不足となる
残り４単位分については、既に修得済みの４単位以外の「各教科の指導法に
関する科目」であれば、必修・選択科目いずれを履修させても構わないか。

○旧課程の科目において、改正前の免許法施行規則第六条第１項表備考第二
号に規定する「包括的な内容」を含んでいる場合は、改正施行規則第二条第
１項表備考第二号に規定する「包括的な内容」を含んでいるとすることが可
能。
○その場合、改正施行規則第二条第１項表備考第二号に規定する「包括的な
内容」を含んでいることが分かるよう、学力に関する証明書において「確認
欄」に○が記載されることを前提に、不足分の「各教科の指導法」の単位を
修得する場合においては、必修・選択科目のいずれから履修しても構わな
い。

-

40
③科目の履修
方法

「教育実習に学校体験活動を含んだ場合には、他の学校種の免許状取得にお
ける教育実習の単位流用を認めない。」とは、具体的には、どのような流用
方法が認められないのか。

教育実習の必要単位の一部に学校体験活動の単位を充てる場合には、残りの
単位数は必ず当該校種の教育実習の単位である必要があり、他校種の教育実
習の単位を流用することはできない。
また、逆に、教育実習の必要単位の一部に他校種の教育実習の単位を流用す
る場合には、残りの単位数は必ず当該校種の教育実習の単位である必要があ
り、学校体験活動の単位を充てることはできない。

(609)

41
③科目の履修
方法

旧課程に入学した学生が、卒業までに免許状授与の所要資格を得ることが明
らかに不可能と判明した際等に、新課程で追加された事項の内容を含む科目
を在学中にあらかじめ履修することは可能か。

大学の履修規程等により、旧課程に入学した学生が新課程の科目を履修する
ことも認められているのであれば可能である。

(623)

42
③科目の履修
方法

大くくり化された｢教科及び教科の指導法に関する科目」において、現行の
「教科に関する科目」における「一般的包括的な内容を含む科目」の取扱い
はどのようになるのか。

現行の考え方と同様である。ただし、外国語（英語）については、外国語
（英語）コアカリキュラムに示す内容が含まれているか課程認定審査におい
て確認を行う。

(591)

43
③科目の履修
方法

改正免許法においては、現行の免許法附則第１１項が削除されているが、こ
れにより、高等学校教諭免許状（工業）の普通免許状の取得においては、平
成３１年度より、必ず従前の「教職に関する科目」に該当する科目（教育実
習等）の単位の修得が必要になるのか。

改正免許法施行規則第５条第１項表備考第六号に同様の規定を設けている。 (586)

44
④幼稚園教諭
免許状関係

改正施行規則附則第２項又は第７項の適用がある場合において、幼稚園教諭
養成課程の小学校の「教科に関する科目」又は「教科に関する専門的事項」
の単位を修得し、別途「領域に関する専門的事項」の単位を修得した場合、
幼稚園教諭免許状取得の際、合算して使用できるか。

○改正施行規則附則第７項の適用を受ける学生が、幼稚園教諭養成課程の小
学校の「教科に関する専門的事項」の単位を修得し、別途「領域に関する専
門的事項」の単位も修得した場合、これらを合わせて幼稚園教諭免許状の所
要資格を満たすことは可能。
○旧課程において幼稚園教諭養成課程の小学校の「教科に関する科目」の単
位を修得した者が、附則第２項の適用を受けて、修得した単位を「領域に関
する専門的事項」の単位とみなされた場合、別途「領域に関する専門的事
項」の単位も修得して合わせて幼稚園教諭免許状の所要資格を満たすことは
可能。
○なお、大学の幼稚園教諭養成課程の認定に関しては、領域に関する専門的
事項又は附則第７項の小学校の教科に関する専門的事項のいずれかで課程認
定基準を満たすことが必要であり、留意されたい。

(584)

45
④幼稚園教諭
免許状関係

改正施行規則附則第７項の適用を受けるためには、卒業までに｢所要資格を得
る必要があるか。

平成３４年度までに入学した学生が、引き続き在学し改正施行規則附則第７
項の適用を受ける間に小学校の「教科に関する専門的事項」について修得し
た単位は、「領域に関する専門的事項」の単位として充てることができる。
この場合、卒業するまでに所要資格を得られなかった場合も含まれる。

(596)

46
④幼稚園教諭
免許状関係

改正施行規則第２条第１項表備考第十三号に基づき、領域及び保育内容の指
導法の単位のうち、半数までは小学校教諭の課程の所定の科目の単位をもっ
てあてることができるとあるが、「半数」とは何の半数を指すのか。

施行規則第２条第１項表の第二欄「領域及び保育内容の指導法に関する科
目」の単位数から、「領域に関する専門的事項」について修得した単位数を
差し引いた単位数の半数となる。

(614)

47
④幼稚園教諭
免許状関係

幼稚園教諭一種免許状を取得するためには【領域及び保育内容の指導法に関
する科目】区分において最低修得単位数は１６単位であるが、今回の再課程
認定申請において改正施行規則附則第７項を適用して【領域及び保育内容の
指導法に関する科目】の必要単位数を満たす場合においても、【領域及び保
育内容の指導法に関する科目】の区分の総修得単位数は１６単位となるの
か。

改正施行規則附則第７項により幼稚園教諭免許状の授与要件を構成する場合
においても、「領域及び保育内容の指導法」に必要な修得単位数は１６単位
となる。

(615)

48
④幼稚園教諭
免許状関係

従前の、幼稚園免許状の「教科に関する科目」の科目区分「これらの科目に
含まれる内容を合わせた内容に係る科目その他これら科目に準ずる内容の科
目」は、改正施行規則附則第７項の経過措置に含まれていないのか。

改正前の免許法施行規則に定める「これらの科目に含まれる内容を合わせた
内容に係る科目その他これら科目に準ずる内容の科目」に該当する科目を新
法下で開設する場合においては、「領域に関する専門的事項に関する科目」
または「複合領域」に該当すると考えられることから、それらの区分におい
て開設することができる。

-

49
⑤教育職員検
定

改正免許法別表第４においては、教科に関する専門的事項及び各教科の指導
法の必要修得単位数がそれぞれ規定されているため、複合科目の修得はカウ
ントできないという解釈でよいか。

○改正施行規則第１５条表のとおり、別表第４については「教科に関する専
門的事項」と「各教科の指導法」それぞれにおいて修得単位数が定められて
いるため、いずれかの単位を修得することが必要である。
○なお、免許法認定講習を開設する場合には、複合科目は各開設者が開設し
ようとしている科目の内容に応じて、「教科に関する専門的事項」又は「各
教科の指導法」の区分を選択していずれか一方の科目として開設する。

(607)

50
⑤教育職員検
定

平成３１年４月以降に免許法別表第第３～第８により免許状申請を行おうと
する場合は、旧法が適用されるか。新法が適用されるか。

○平成３１年４月１日以降に別表第第３～第８により免許状の授与申請を行
う場合においては、新法により所要資格を満たす必要がある。
○改正施行規則附則により、新旧の単位は読替えが可能である。

-
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再課程認定説
明会質問回答

集

51
⑤教育職員検
定

・改正施行規則第１１条の「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の
基礎的理解に関する科目等」（改正免許法別表第３関係）
・同第１３条の「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解
に関する科目等」（同別表第３関係）
・同第１６条の「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解
に関する科目等」（同別表第５関係）
について、同第２条から第５条までの表に規定されている教諭の「教育の基
礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指
導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」に位置づけられて
いる各科目に含めることが必要な事項に位置づけられている事項すべてを必
ず含む必要はないと考えてよいか。

差し支えない。 -

52
⑤教育職員検
定

平成３１年４月１日以降に改正免許法別表３～８で免許状を取得しようとす
る場合には、「総合的な学習の時間の指導法」や「特別の支援を必要とする
幼児、児童及び生徒に対する理解」のように追加された事項を履修しなけれ
ば所要資格を得られないのか。

改正免許法別表第３～８において科目に含む事項として明示されていない
「総合的な学習の時間の指導法」及び「特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒に対する理解」については必ず含む必要はない。

-

53
⑤教育職員検
定

改正施行規則第１８条の２（改正免許法別表第８関係）において、「生徒指
導の理論及び方法」「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法」「進路指導及びキャリア教育の理論及び方法」の３
つの科目を合わせて、最低修得単位数が２単位（幼稚園教諭２種免許状を取
得する場合を除く）と規定されているが、これら３事項を包含して２単位以
上を修得する必要があるのか。（例えば「生徒指導の理論及び方法」のみ２
単位修得しても、要件を満たしたこととはならないのか。）

○改正施行規則第１８条の２において明示されている「生徒指導の理論及び
方法」「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論
及び方法」「進路指導及びキャリア教育の理論及び方法」については、従前
のとおり包含して２単位以上修得する必要がある。
○なお、２単位のうち、どの程度含まれる必要があるかは定められていない
ため、開設者において適切に判断いただきたい。

-

54
⑥学力に関す
る証明書

新課程の科目による「学力に関する証明書」は、いつから発行可能となるの
か。

○改正教育職員免許法及び同法施行規則の施行日以降。
○再課程認定の認定前であっても、申請の内容に基づいた新旧科目の読替え
表や不足単位の確認をするための書類を作成し、履修指導を行うことは可能
である。なお、その場合においては、「文部科学省による審査の結果、予定
している教職課程の内容や開設時期が変更となる可能性がある」旨を申し添
えること。

-

55
⑥学力に関す
る証明書

学力に関する証明書について、新法施行後も引き続き大学独自の様式を使用
しても構わないか。

可能であるが、学生や授与権者の判断が容易になるように、独自様式を使用
する場合においても、後日文部科学省が示す予定の学力に関する証明書の様
式に記載の内容を参考とした上で作成いただきたい。

-

56
⑥学力に関す
る証明書

平成３０年度まで課程を有しており、再課程認定を行わず、平成３１年度以
降は課程を有さない学部について、平成３１年４月以降、卒業生等から学力
に関する証明書の発行依頼があった場合、旧課程の科目を新課程の科目に読
み替えた学力に関する証明書を発行することは可能か。

○新法適用の教職課程を有さない大学は、新法に読み替えた学力に関する証
明書を発行できない。
○新法適用の教職課程を有する大学において、旧課程の科目を新課程に読み
替えた上で学力に関する証明書を発行することになる。
○新法適用の教職課程を有さなくなる大学は、学生の不利益にならないよ
う、新法適用の教職課程を有する大学と協議していただきたい。

-

57
⑥学力に関す
る証明書

平成３０年度内に発行する旧法の「学力に関する証明書」は新法施行後の平
成３１年度以降も使用可能なのか。

○経過措置が適用される場合においては、旧法に基づく学力に関する証明書
により免許状の所要資格を満たしていることにより、新法による免許状の所
要資格を満たしているとみなすため、平成３１年４月１日以降においても免
許状の授与が可能となる。
○経過措置が適用されない場合においては、平成３１年４月１日以降は新法
に基づく学力に関する証明書により免許状の所要資格を証明する必要があ
る。

-

58
⑥学力に関す
る証明書

教職課程を取り下げた大学は、施行規則第６６条の６の科目を証明する学力
に関する証明書を発行することはできないのか。

教職課程を有しない大学においても、施行規則第６６条の６の科目を証明す
ることは可能。

-

59 ⑦その他
新しい高等学校学習指導要領により、教科「公民」が「公共」に変わるが、
免許状の種類や所要資格が変わるのか。

○「公共」は、教科「公民」に位置付けられる科目の一つであるため、授与
される免許状は引き続き「公民」であり、公民の免許状の所要資格について
変更はない。
○学習指導要領が改訂されたことから、特に「各教科の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む。）」については、改訂後の内容を踏まえた授業を行う
ことが必要となるため、留意いただきたい。

(616)

60 ⑦その他

新課程の科目について、予定している年次では受講できない学生（例えば平
成３１年度修了予定の大学院生が学部のカリキュラム上、平成３２年度以降
に開講される科目を履修する必要がある場合等を想定）を対象とした科目を
別途前倒しして開講しても良いか。

○教員免許状取得のために使用可能な科目は、「免許状の所要資格を得させ
るために適当と認める課程」において修得する必要があるため、事例の場合
においては、「別途開講」する場合であっても、当該開設科目が、認定課程
を有している学部学科等に所属する学生の受講を前提とした科目として位置
付けられている必要がある。
○なお、再課程認定を受ける教職課程において開設する科目における科目の
開設年次については、審査を省略しているため、大学の判断により適切な時
期に開設いただきたい。

-
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